
一般社団法人千葉県社会福祉士会 第 5 回定時総会 ご意見に対する回答 

 

＜ご意見①＞ 錦織様 

1. 会の活動について、会員は中身は何もしらされないまま終わる 

2. 会員の費用で、会の活動の代表として、役員になってもらっている意味がない 

3. ただ資料に書いて、報告すればいいという問題ではない 

4. 役員が主役ではなく、会員一人一人が主役にする方策を検討するように 

5. 会だけでなく、各部会にも徹底すべし 

 

＜回答①＞ 

ご意見ありがとうございます。 

確かに本会の活動全てを総会資料のみで説明することは困難です。現在、年 7 回開催される  

理事会において、各委員会・部会からの活動報告を理事会議事録にて公開しておりますが、より

会員の皆様の目に留まりやすいよう工夫できるか検討させていただきます。 

本会の主役はもちろん会員の皆様です。引き続き、会員の皆様お一人お一人にご協力をいただき

ながら、本会も成長・発展できるよう努めて参ります。 

 

 

＜ご意見②＞ 錦織様 

1. 情報の中身についての公開の必要性について 

2. 役員の任期について 

3. 倫理委員会のこと 

 

＜回答②＞ 

ご意見ありがとうございます。 

回答①でも述べましたように、議事録の公開方法を再検討するなどし、会員の皆様が議論しや 

すい環境の整備に努めます。 

役員の任期は下記の規程に基づいて運用しておりますが。連続しなければ再任することは可能

です。任期については他の会の状況なども情報収集しながら、理事会で検討させていただきます。 

倫理及び倫理委員会のあり方について、より良い結論が導き出せるよう引き続き検討していき

ます。 

 委員会の設置及び運営に関する規程（規程第 4号第 3項） 

委員長の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、連続して４期（８年）を超えて選任   

されることはできないものとする。 

 「権利擁護センターぱあとなあ千葉」運営規程（規程第 21号第 9条第 1項） 

委員の任期は２年とし、再任は妨げない。ただし、連続して４期を超えて委嘱されることは

できないものとする。 

以上 








